
令和４年２月教育委員会議定例会 議事日程 

 

 

日 時 令和４年２月 10 日（木） 

 午前９時 30 分より 

場 所 町民センター ２Ａクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項  

（１）議案第 21 号 二宮町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則について 

 （２）議案第 22 号 令和３年度二宮町一般会計補正予算（第 12 号補正）について 

 

５ 報告・協議事項 

 （１）令和４年度二宮町教育委員会基本方針について 資料 No.１ 

 （２）二宮町小中一貫教育推進計画（案）について  資料 No.２ 

 （３）令和４年度小・中学校給食実施計画表について 資料 No.３ 

 （４）その他 

 

 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 



 



令和４年２月定例教育委員会議 教育長事務報告 

 

                      （R４.１.21～R４.２.９） 

月 日 曜日 内  容 

１ 21 金 定例教育委員会議 

１ 21 金 総合教育会議 

１ 25 火 神奈川県中地区教育長会議（書面開催） 

１ 29 土 二宮町防災講演会 

２ １ 火 政策会議 

２ １ 火 二宮町総合計画策定委員会 

２ １ 火 二宮町いじめ問題対策連絡協議会 

２ ２ 水 二宮町児童・生徒安全対策協議会 

２ ４ 金 二宮町図書館協議会 

２ ８ 火 二宮町文化財保護委員会（書面開催） 

２ ９ 水 二宮町学校給食センター運営委員会（書面開催） 

２ ９ 水 社会教育委員会議 

２ ９ 水 神奈川県市町村教育長会議（オンライン開催） 

２ ９ 水 
二宮町幼稚園・保育園・小学校連会推進委員会（書面開

催） 

 



 



１月政策会議結果報告 

 

令和４年１月６日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

年が明けてコロナ感染者が急増しているが、各事業の実施にあたり感染予
防対策を徹底すること。次年度予算査定も終わりを迎えているが、DX 等トレ
ンドを踏まえてシステムを使いこなせるよう、学んでいくこと。ただシステ
ムを入れるだけでは町民サービスは向上しないので、データから得た知見を
どう町民に返していくか、どう町民サービスに生かしていくかを考えていく
こと。そのためには部課を超えて連携する意識が必要なため、部長級が率先
して実施していくこと。  

 

【主な付議案件】 

 １ 「町への提案」等について（１月分）        （政策総務部） 

   「町への提案等」について、教育委員会の関係で１件ありました。 

  ・吉田五十八自邸のこと：回答済 

 

【情報交換】 

〇 新型コロナウイルスワクチン接種について（健康福祉部） 

 ラディアンでの集団接種は２月５日開始、接種券を１月 14 日に発送予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１月政策会議結果報告 

 

令和４年１月 20 日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

 令和４年度予算案を公表するにあたり十分精査すること。新型コロナウ
イルス感染症の拡大に対し、職員の予防対策をしっかりと行うこと。 

 

【主な付議案件】 

 １ 企業との包括的連携協定の締結について       （政策総務部） 

   産学連携の一環として、町民サービスの向上や効率的な行政運営に資す
ることを目的に、３事業者（①二宮郵便局、②湘南ベルマーレ、③あいお
いニッセイ同和損保）と包括的連携協定の締結について協議を行い決定し
た。 

 

 ２ 「二宮町パートナーシップ宣言制度」の導入について （政策総務部） 

令和４年４月から導入する「二宮町パートナーシップ宣誓制度」につい
て協議行い決定した。 

 

 ３ 二宮町小中一貫教育推進計画（案）について       （教育部） 

   町民意見交換などを含むこれまでの検討結果を踏まえ、令和元年度に作
成した「二宮町小中一貫校設置計画（案）」を、「二宮町小中一貫教育推
進計画（案）」に名称変更し、方向性なども見直しを行ったため、協議行
い、一部修正のうえ、了承を得た。 

 

【情報交換】 

 特になし。 



２月政策会議結果報告 

 

令和４年２月１日（火）開催分 

 

【町長あいさつ】 

職員からも新型コロナウイルス感染者が出ている。３月議会も始まるの
で、各自健康管理には留意すること。 

 

【主な付議案件】 

 令和４年第１回二宮町議会に上程する案件について協議を行った。 

 

【情報交換】 

〇 新型コロナウイルスへの対応について（政策総務部） 

 ・職員がコロナに感染または濃厚接触者になり、人員不足になった場合の対
応を確認しておくこと。 

 ・職員の感染防止対策として、特に昼食時の対応をしっかり行うこと。 

 ・今後、緊急事態宣言が発せられた場合、公共施設の開館やイベント実施の
見直しについて、迅速に対応できるよう、あらかじめ確認をしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 









 





 













































































































































































 

















 




